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小牧市議会議案第４７号  

 

   令和７年度小牧市水道事業会計予算  

 

 （総則）  

第１条 令和７年度小牧市水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。  

 （業務の予定量）  

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

 (1) 給水戸数                   71,000 戸 

 (2) 年間総給水量               19,800,000 ㎥ 

 (3) １日平均給水量                54,247 ㎥ 

 (4) 主要な建設改良事業 

   送水管整備事業              337,665 千円 

配水管改良事業              520,410 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収        入 

  第１款 水道事業収益           2,973,897 千円 

第１項 営 業 収 益                2,644,176 千円 

第２項 営 業 外 収 益                 329,701 千円 

第３項 特 別 利 益                    20 千円 

支        出 

  第１款 水道事業費用           3,008,811 千円 

   第１項 営 業 費 用                2,970,589 千円 

   第２項 営 業 外 費 用                  35,212 千円 

   第３項 特 別 損 失                  2,510 千円 

第４項 予 備 費                   500 千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,069,666 千円は、過年度分損

益勘定留保資金 1,019,605 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 50,061 千円で補塡するものとする。） 
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収        入 

第１款 資本的収入             427,462 千円 

第１項 負 担 金         261,637 千円 

第２項 出 資 金         130,000 千円 

第３項 他 会 計 負 担 金          22,865 千円 

第４項 固定資産売却代金            10 千円 

第５項 補 助 金          12,950 千円 

支        出 

  第１款 資本的支出            1,497,128 千円 

第 1 項 建 設 改 良 費        1,257,935 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金         139,193 千円 

第３項 投 資         100,000 千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

とおりと定める。 

事      項 期   間 限 度 額 

  千円 

中 央 監 視 制 御 設 備 運 転 操 作

監視業務委託事業 

令和７年度から 

令和１０年度まで 
175,653 

水 道 料 金 等 取 扱 業 務 委 託 事

業 

令和７年度から 

令和１２年度まで 
616,383 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

(1) 予定支出の各項間の経費 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費                    228,803 千円 

（他会計からの補助金） 

第８条 水道事業の健全な財政運営に資するため、一般会計からこの会計

へ補助を受ける金額は、1,440 千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 
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